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(57)【要約】
【課題】本発明は、隣接する画素間における光漏れや混
色の発生を抑制することができる自発光型表示装置を提
供することを目的とする。
【解決手段】本発明の一実施形態による自発光型表示装
置は、複数の画素がマトリクス状に配置された自発光型
表示装置において、マトリクスの第１列及び第１行に配
置され、第１発光領域が設けられた第１画素と、第１列
に隣接する第２列において、第１画素と行方向に隣接し
て配置され、第２発光領域が設けられた第２画素と、第
１行に隣接する第２行において、第２画素と列方向に隣
接して配置され、第３発光領域が設けられた第３画素と
、を有し、第１発光領域の第１端部と第２発光領域の第
２端部とは、第１非平行部を有し、第２端部と第３発光
領域の第３端部とは、第２非平行部を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素がマトリクス状に配置された自発光型表示装置において、
　前記マトリクスの第１列及び第１行に配置され、第１発光領域が設けられた第１画素と
、
　前記第１列に隣接する第２列において、前記第１画素と行方向に隣接して配置され、第
２発光領域が設けられた第２画素と、
　前記第１行に隣接する第２行において、前記第２画素と列方向に隣接して配置され、第
３発光領域が設けられた第３画素と、を有し、
　前記第１発光領域の第１端部と前記第２発光領域の第２端部とは、第１非平行部を有し
、
　前記第２端部と前記第３発光領域の第３端部とは、第２非平行部を有することを特徴と
する自発光型表示装置。
【請求項２】
　前記第１発光領域、前記第２発光領域、及び前記第３発光領域は各々が異なる色で発光
することを特徴とする請求項１に記載の自発光型表示装置。
【請求項３】
　前記第１発光領域、前記第２発光領域、及び前記第３発光領域は、それぞれ回転対称を
含み同一形状であることを特徴とする請求項１又は２に記載の自発光型表示装置。
【請求項４】
　前記第１列及び前記第２行に配置され、第４発光領域が設けられた第４画素をさらに有
し、
　前記第４発光領域は、前記第１発光領域及び前記第３発光領域と異なる色で発光するこ
とを特徴とする請求項２に記載の自発光型表示装置。
【請求項５】
　前記第１発光領域、前記第２発光領域、前記第３発光領域、及び前記第４発光領域は、
それぞれＲＧＢＷのいずれかの色で発光することを特徴とする請求項４に記載の自発光型
表示装置。
【請求項６】
　前記第１発光領域、前記第２発光領域、前記第３発光領域、及び前記第４発光領域は、
それぞれ回転対称を含み同一形状であることを特徴とする請求項４又は５に記載の自発光
型表示装置。
【請求項７】
　前記第２端部と前記第３端部とは、平行部をさらに有し、
　前記行方向において、前記平行部の占める領域は、前記第２非平行部の占める領域の２
分の１以下であることを特徴とする請求項１に記載の自発光型表示装置。
【請求項８】
　前記第１発光領域、前記第２発光領域、及び前記第３発光領域は、それぞれ多角形であ
り、
　前記多角形の各々の角は９０°以上であることを特徴とする請求項１に記載の自発光型
表示装置。
【請求項９】
　前記第１端部、前記第２端部、及び前記第３端部のいずれか１は、曲線部を有すること
を特徴とする請求項１に記載の自発光型表示装置。
【請求項１０】
　前記第１発光領域、前記第２発光領域、及び前記第３発光領域は、長軸が前記行方向及
び前記列方向に対して傾斜した楕円形状であることを特徴とする請求項１に記載の自発光
型表示装置。
【請求項１１】
　前記第１発光領域、前記第２発光領域、及び前記第３発光領域は、それぞれ回転対称を
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含み同一形状であることを特徴とする請求項７乃至１０のいずれか一に記載の自発光型表
示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自発光型表示装置に関し、開示される一実施形態は自発光型表示装置に配置
された隣接する画素間の発光領域の形状に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、モバイル用途の発光表示装置において、高精細化や低消費電力化に対する要求が
強くなってきている。モバイル用途の表示装置としては、液晶表示装置（ＬＣＤ：Liquid
 Crystal Display Device）や、有機ＥＬ表示装置等の自発光素子（ＯＬＥＤ：Organic L
ight-Emitting Diode）を利用した自発光型表示装置や、電子ペーパー等が採用されてい
る。
【０００３】
　上記の表示装置の中でも、例えば有機ＥＬ表示装置のような自発光表示装置は、液晶表
示装置で必要であったバックライトや偏光板が不要であり、さらに有機発光素子の駆動電
圧が低いため、低消費電力かつ薄型発光表示装置として非常に注目を集めている。特に、
発光素子として白色の発光素子を使用し、カラーフィルタを使用することでフルカラーを
実現する上面出射型（トップエミッション型ともいう）の有機ＥＬ表示装置の開発が進め
られている。上記のトップエミッション型の有機ＥＬ表示装置は、画素の開口率の向上と
高精細化とを両立することができるため、非常に注目を集めている。また、薄膜だけで表
示装置を形成することができるため、折り曲げ可能（フレキシブル）な表示装置を実現す
ることができる。さらに、ガラス基板を使用しないため、軽く、壊れにくい表示装置を実
現することが可能であり、非常に注目を集めている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２２１９１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に示す自発光型表示装置では、隣接する画素の発光領域の互
いに対向する端部（直線部）が平行であるため、広い範囲で隣接する画素の発光領域間の
間隔が短くなる。また、自発光型表示装置において、自発光素子から放出された光は、表
示面に垂直な方向だけでなく、発光領域の端部に直交する方向にも多く光を放出する傾向
がある。したがって、隣接する画素の発光領域の対向する端部が平行である場合、より多
くの光が隣接する画素に到達し、光漏れや混色の問題が発生する。
【０００６】
　本発明は、上記実情に鑑み、隣接する画素間における光漏れや混色の発生を抑制するこ
とができる自発光型表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態による自発光型表示装置は、複数の画素がマトリクス状に配置され
た自発光型表示装置において、マトリクスの第１列及び第１行に配置され、第１発光領域
が設けられた第１画素と、第１列に隣接する第２列において、第１画素と行方向に隣接し
て配置され、第２発光領域が設けられた第２画素と、第１行に隣接する第２行において、
第２画素と列方向に隣接して配置され、第３発光領域が設けられた第３画素と、を有し、
第１発光領域の第１端部と第２発光領域の第２端部とは、第１非平行部を有し、第２端部
と第３発光領域の第３端部とは、第２非平行部を有する。
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【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態１に係る自発光型表示装置の概要を示す平面図である。
【図２】本発明の実施形態１に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを示す平面図で
ある。
【図３】図２に示した自発光型表示装置のＡ－Ｂ断面図である。
【図４】本発明の実施形態１の変形例１に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを示
す平面図である。
【図５】本発明の実施形態１の変形例２に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを示
す平面図である。
【図６】本発明の実施形態１の変形例３に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを示
す平面図である。
【図７】本発明の実施形態２に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを示す平面図で
ある。
【図８】本発明の実施形態２の変形例１に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを示
す平面図である。
【図９】本発明の実施形態２の変形例２に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを示
す平面図である。
【図１０】本発明の実施形態３に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを示す平面図
である。
【図１１】本発明の実施形態４に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを示す平面図
である。
【図１２】本発明の実施形態５に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを示す平面図
である。
【図１３】本発明の実施形態５の変形例１に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを
示す平面図である。
【図１４】本発明の実施形態５の変形例２に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを
示す平面図である。
【図１５】比較例の自発光型表示装置の画素のレイアウトを示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明の各実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、開示はあ
くまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想
到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説
明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に
表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。
また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一
の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
【００１０】
〈実施形態１〉
　図１乃至３を用いて、本発明の実施形態１に係る自発光型の表示装置１０の概要、画素
レイアウト、及び断面構造について説明する。実施形態１の表示装置１０は、発光素子と
して白色の発光材料を使用し、カラーフィルタを使用することでフルカラーを実現するト
ップエミッション型の有機ＥＬ表示装置（以降、「白色＋ＣＦ構造」という）について説
明する。
【００１１】
［表示装置１０の概要］
　図１は、本発明の実施形態１に係る表示装置の概要を示す平面図である。図１では、ト
ランジスタや配線が配置されたトランジスタアレイ基板のみを示している。トランジスタ
アレイ基板は、画素１００がＭ行Ｎ列（Ｍ及びＮは自然数）のマトリクス状に配置されて
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おり、各画素１００はゲートドライバ回路１３０、エミッションドライバ回路１４０、デ
ータドライバ回路１５０によって制御される。
【００１２】
　ここで、ゲートドライバ回路１３０は、データの書き込みを実行する行を選択するドラ
イバ回路であり、各画素１００に対応して設けられ、第２方向Ｄ２に延在するゲート線１
３１が接続されている。また、エミッションドライバ回路１４０は、画素に設けられた発
光素子の発光を制御するドライバ回路であり、各画素１００に対応して設けられ、第２方
向Ｄ２に延在するエミッション制御線１４１が接続されている。データドライバ回路１５
０は、第１方向Ｄ１に延在するデータ線１５１を介して各画素１００に階調データを供給
するドライバ回路である。ここでは、ゲートドライバ回路およびエミッションドライバ回
路によって選択された画素に対して順次階調データを供給する。
【００１３】
　ゲートドライバ回路１３０、エミッションドライバ回路１４０、データドライバ回路１
５０は、それぞれ配線を介してドライバＩＣ１７０に接続される。ドライバＩＣ１７０は
ＦＰＣ１８０と接続される。ＦＰＣ１８０には外部機器と接続するための外部端子１９０
が設けられている。図１では、ゲートドライバ回路１３０、エミッションドライバ回路１
４０、データドライバ回路１５０は全てドライバＩＣ１７０に接続された構成を例示した
が、この構成に限定されず、一部または全部がドライバＩＣ１７０を介さずにＦＰＣ１８
０に接続されてもよい。
【００１４】
［表示装置１０の画素レイアウト］
　図２は、本発明の実施形態１に係る表示装置の画素のレイアウトを示す平面図である。
図２では、表示装置１０の画素レイアウトのうち２行４列の画素を代表的に例示した画素
レイアウト２０について説明する。図２では、各画素の発光領域が回転対称を含み略同一
形状の五角形であり、それぞれ異なる色を発光する４つの画素を１つの単位としたレイア
ウトについて説明する。ここで、１つの単位とは、フルカラーを実現するために必要な異
なる発光色画素を指す。
【００１５】
　画素レイアウト２０は、複数の画素がマトリクス状に配置された自発光型表示装置にお
いて、マトリクスの第１列２０１及び第１行２０３に配置された第１画素２１０と、第１
列２０１に隣接する第２列２０２において、第１画素２１０と行方向（Ｄ２方向）に隣接
して配置された第２画素２２０と、第１行２０３に隣接する第２行２０４において、第２
画素２２０と列方向（Ｄ１方向）に隣接して配置された第３画素２３０と、第１列２０１
及び第２行２０４に配置された第４画素２４０とを有する。
【００１６】
　第１画素２１０には、第１画素電極２１１、第１発光領域２１２、及び第１コンタクト
ホール２１３が設けられている。また、第２画素２２０には、第２画素電極２２１、第２
発光領域２２２、及び第２コンタクトホール２２３が設けられている。また、第３画素２
３０には、第３画素電極２３１、第３発光領域２３２、及び第３コンタクトホール２３３
が設けられている。また、第４画素２４０には、第４画素電極２４１、第４発光領域２４
２、及び第４コンタクトホール２４３が設けられている。
【００１７】
　ここで、第１発光領域２１２、第２発光領域２２２、第３発光領域２３２、及び第４発
光領域２４２はいずれも五角形、つまり各々の発光領域は回転対称を含み略同一形状であ
る。図２では、各々の発光領域が長方形と二等辺三角形とを組み合わせた、いわゆるホー
ムベース型と呼ばれる五角形である場合を例示したが、この形状に限定されず、他の形状
の五角形であってもよい。また、その他の多角形であってもよい。ここで、多角形の各々
の角は９０°以上であってもよい。五角形又は多角形の各々の角を９０°以上とすること
で、フォトリソ工程やエッチング工程で形状が設計の形状から変化してしまうことを抑制
することができる。
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【００１８】
　また、第１発光領域２１２の第１端部２１４と第２発光領域２２２の第２端部２２４と
は非平行である。換言すると、第１端部２１４と第２端部２２４とは非平行部を有してい
る。また、換言すると、第１発光領域２１２と第２発光領域２２２との行方向（Ｄ２方向
）に対向する第１端部２１４及び第２端部２２４は互いに非平行である。また、換言する
と、列方向（Ｄ１方向）に異なる位置における第１端部２１４と第２端部２２４との距離
２１５、２１６は互いに異なる。
【００１９】
　また、第２端部２２４と第３発光領域２３２の第３端部２３４とは非平行である。換言
すると、第２端部２２４と第３端部２３４とは非平行部を有している。また、換言すると
、第２発光領域２２２と第３発光領域２３２との列方向（Ｄ１方向）に対向する第２端部
２２４及び第３端部２３４は互いに非平行である。また、換言すると、行方向（Ｄ２方向
）に異なる位置における第２端部２２４と第３端部２３４との距離２２５、２２６は互い
に異なる。
【００２０】
　また、第１発光領域２１２、第２発光領域２２２、第３発光領域２３２、及び第４発光
領域２４２は各々が異なる色で発光する。図２において、第１発光領域２１２は赤色（Ｒ
）に発光し、第２発光領域２２２は緑色（Ｇ）に発光し、第３発光領域２３２は青色（Ｂ
）に発光し、第４発光領域２４２は白色（Ｗ）に発光する。ただし、本発明に係る自発光
型表示装置は、図２のようにＲＧＢＷの４色発光に限定されず、その他の色の組み合わせ
であってもよい。また、画素レイアウトにおける１つの単位に含まれる画素数は、４画素
に限定されず、３画素以下でもよく、５画素以上であってもよい。
【００２１】
［表示装置１０の画素部の断面構造］
　図３は、図２に示した表示装置のＡ－Ｂ断面図である。図３によると、表示装置１０は
、互いに対向する第１基板３００及び第２基板４００を有する。
【００２２】
　第１基板３００は、第１基板３００の上方において各々の画素に配置されたトランジス
タ層３６０と、トランジスタ層３６０を覆い、第１開口部３６１が設けられた第１絶縁層
３６２と、第１開口部３６１を介してトランジスタ層３６０と接続される上層配線層３６
４と、上層配線層３６４を覆い、第２開口部３６５が設けられた第２絶縁層３６６と、第
２開口部３６５を介して上層配線層３６４と接続される画素電極３６８と、を有する。さ
らに、第１基板３００は、各々の画素を画定し、画素電極３６８のパターン端部を覆うよ
うに配置された隔壁３７０と、画素電極３６８及び隔壁３７０の上方に配置され、白色光
を放出する発光層３７２と、発光層３７２に電力を供給する共通電極３７４と、発光層３
７２及び共通電極３７４の上方に配置され、防湿性を有する保護層３７６と、を有する。
【００２３】
　また、第２基板４００は、隣接する画素間において、隔壁３７０と重畳する領域に配置
された遮光層４６０と、各々の画素に対応して配置され、特定波長の光を透過するカラー
フィルタ４６２、４６４、４６６と、を有する。ここで、カラーフィルタ４６２は青色（
Ｂ）に発光し、カラーフィルタ４６４は白色（Ｗ）に発光し、カラーフィルタ４６６は青
色（Ｂ）に発光する。
【００２４】
　そして、第１基板３００及び第２基板４００は充填材３８０を介して貼り合せられてい
る。充填材３８０は第１基板３００及び第２基板４００に形成された構造物によって形成
された段差を緩和し、第１基板３００及び第２基板４００が略平行になるように両基板間
に充填される。また、図３では図示しないが、図１に示す画素１００が配置された画素領
域の外周において、画素領域を囲むようにシール材が配置されていてもよい。
【００２５】
　トランジスタ層３６０は、トランジスタ素子及び配線を有する。トランジスタ素子とし
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て、一般的なものを使用することができる。例えば、トランジスタ素子のチャネル層にア
モルファスシリコン、ポリシリコン、単結晶シリコン、酸化物半導体、有機半導体等を用
いた、ボトムゲート型トランジスタ素子やトップゲート型トランジスタ素子を使用するこ
とができる。
【００２６】
　第１絶縁層３６２として、一般的な絶縁性材料を使用することができる。例えば、絶縁
性材料として無機材料を使用する場合、酸化シリコン膜ＳｉＯｘ膜、窒化シリコン膜Ｓｉ
Ｎｘ膜、酸化窒化シリコン膜ＳｉＯｘＮｙ膜、窒化酸化シリコン膜ＳｉＮｘＯｙ膜、酸化
アルミニウム膜ＡｌＯｘ膜、窒化アルミニウム膜ＡｌＮｘ膜、酸化窒化アルミニウム膜Ａ
ｌＯｘＮｙ膜、窒化酸化アルミニウム膜ＡｌＮｘＯｙ膜、ＴＥＯＳ膜などを使用すること
ができる（ｘ、ｙは任意）。また、これらの膜を積層した構造を使用してもよい。また、
絶縁性材料として有機材料を使用する場合、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹
脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、シロキサン樹脂などを使用することができる。また、
これらの膜を積層した構造を使用してもよい。さらに、上記の無機絶縁層及び有機絶縁層
を積層した構造を使用してもよい。
【００２７】
　ここで、ＳｉＯｘＮｙ膜及びＡｌＯｘＮｙ膜とは、酸素（Ｏ）よりも少ない量の窒素（
Ｎ）を含有するシリコン化合物及びアルミニウム化合物である。また、ＳｉＮｘＯｙ膜及
びＡｌＮｘＯｙ膜とは、窒素よりも少ない量の酸素を含有するシリコン化合物及びアルミ
ニウム化合物である。また、ＴＥＯＳ膜とはＴＥＯＳ（Tetra Ethyl Ortho Silicate）を
原料としたＣＶＤ膜を指すもので、下地の段差を緩和して平坦化する効果を有する膜であ
る。
【００２８】
　上層配線層３６４として、一般的な導電性材料を使用することができる。例えば、アル
ミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、タンタ
ル（Ｔａ）、ニッケル（Ｎｉ）、コバルト（Ｃｏ）、クロム（Ｃｒ）、ビスマス（Ｂｉ）
、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、金（Ａｕ）などを使用することができる。また、これらの材
料の合金を使用してもよい。また、これらの材料の窒化物を使用してもよい。また、これ
らの膜を積層した構造を使用してもよい。
【００２９】
　第２絶縁層３６６として、第１絶縁層３６２と同様の材料を使用することができる。た
だし、第２絶縁層３６６上には画素電極３６８が配置されるため、第２絶縁層３６６の表
面は平坦であることが好ましい。つまり、第２絶縁層３６６としては、有機絶縁層を使用
することができる。また、ＴＥＯＳ膜のように下地の段差を緩和する無機絶縁層を使用す
ることができる。また、有機絶縁層やＴＥＯＳ膜などの上に第１絶縁層３６２に使用する
無機絶縁層を配置することもできる。また、画素電極３６８が配置される領域において、
下地に段差が形成されていない場合は、上記のように有機絶縁層やＴＥＯＳ膜が配置され
ない構造であってもよい。
【００３０】
　画素電極３６８として、トップエミッション型表示装置であれば反射性材料を使用する
ことができ、ボトムエミッション型表示装置であれば透光性材料を使用することができる
。反射性材料としては、反射率が高い材質を選択することができ、例えばＡｌ、Ｔｉ、Ｍ
ｏ、Ｎｉ、Ａｇ、またはこれらの合金を使用することができる。また、上記の材料を使用
した膜を積層させた構造であってもよい。また、透光性材料としては、可視光の透過率が
高い導電性材料を使用することができ、例えば、ＩＴＯ（酸化インジウム・スズ）、Ｚｎ
Ｏ（酸化亜鉛）、ＳｎＯ２（酸化スズ）、Ｉｎ２Ｏ３（酸化インジウム）、ＩＺＯ（イン
ジウムがドーパントとして添加された酸化亜鉛）、ＧＺＯ（ガリウムがドーパントとして
添加された酸化亜鉛）、ＡＺＯ（アルミニウムがドーパントとして添加された酸化亜鉛）
、ニオブ（Ｎｂ）などの不純物がドーパントとして添加された酸化チタンなどを使用する
ことができる。
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【００３１】
　隔壁３７０として、一般的な樹脂材料を使用することができ、感光性樹脂材料を使用す
ることもできる。感光性樹脂としては、例えば、感光性アクリル、感光性ポリイミドなど
を使用することができる。
【００３２】
　発光層３７２として、電流励起又は電圧励起によって発光する一般的な発光材料を使用
することができる。発光材料は有機ＥＬ材料であってもよく、また、無機材料であっても
よい。発光材料が有機ＥＬ材料である場合、発光層３７２は単層の白色光を発光する有機
ＥＬ層で構成されていてもよく、異なる色の光を発光する複数の有機ＥＬ層が積層されて
構成されていてもよい。また、発光層３７２は、発光材料の他に、例えば電子注入材料、
電子輸送材料、ホール注入材料、ホール輸送材料を含んでもよい。
【００３３】
　複数の有機ＥＬ層が積層された構造として、例えば、青色光と黄色光とを放出する有機
ＥＬ層を積層させた構造や、青色光と緑色光と赤色光とを放出する有機ＥＬ層を積層させ
た構造を使用することができる。また、上記の構造に限定されず、複数の発光色の積層構
造で白色光を放出する発光層を構成することができる。ここで、白色光とは、少なくとも
青色光、緑色光、赤色光のそれぞれの波長を有する光であればよく、厳密な意味で白色で
あることに限定するものではない。
【００３４】
　共通電極３７４として、トップエミッション型表示装置であれば透光性材料を使用する
ことができ、ボトムエミッション型表示装置であれば反射性材料を使用することができる
。透光性材料としては、画素電極３６８と同様に、例えば、ＩＴＯ、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、
Ｉｎ２Ｏ３、ＩＺＯ、ＧＺＯ、ＡＺＯ、Ｎｂなどの不純物がドーパントとして添加された
酸化チタンなどを使用することができる。また、反射性材料としては、画素電極３６８と
同様に、Ａｌ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ａｇ、またはこれらの合金を使用することができる。
また、上記の材料を使用した膜を積層させた構造であってもよい。
【００３５】
　保護層３７６は、少なくとも発光層３７２を覆うように配置され、水分や不純物に対す
るブロッキング能力が高い材料を使用することができる。例えば、ＳｉＮｘ膜、ＳｉＯｘ

膜、ＳｉＮｘＯｙ膜、ＳｉＯｘＮｙ膜、ＡｌＮｘ膜、ＡｌＯｘ膜、ＡｌＯｘＮｙ膜、Ａｌ
ＯｘＮｙ膜などを使用することができる（ｘ、ｙは任意）。また、これらの膜を積層した
構造を使用してもよい。
【００３６】
　ここで、第１基板３００とトランジスタ層３６０との間に、第１基板３００からの不純
物がトランジスタ層３６０に拡散することを抑制するバリア層を配置してもよい。バリア
層としては、上記の保護層３７６と同様に、ＳｉＮｘ膜、ＳｉＯｘ膜、ＳｉＮｘＯｙ膜、
ＳｉＯｘＮｙ膜、ＡｌＮｘ膜、ＡｌＯｘ膜、ＡｌＯｘＮｙ膜、ＡｌＯｘＮｙ膜などを使用
することができる（ｘ、ｙは任意）。また、これらの膜を積層した構造を使用してもよい
。
【００３７】
　遮光層４６０として、可視光に対する吸収率が高い一般的な材料を使用することができ
る。遮光層４６０としては、Ｃｒなどの金属材料を用いてもよく、黒色に着色された樹脂
材料を用いてもよい。遮光層４６０は画素が配置された表示領域及び駆動回路が配置され
た周辺領域に配置される。表示領域においては、各画素を画定する領域に、配線やトラン
ジスタ等と重なるように配置される。また、周辺領域においては、表示領域とシール材と
の間の領域に配置される。
【００３８】
　カラーフィルタ４６２、４６４、４６６は、一定の単色光の透過率が高い一般的な材料
を使用することができる。例えば、ＲＧＢを表示する画素においては、ＲＧＢのそれぞれ
の透過率が高い材料を使用することができ、また、Ｗを発光する画素においては、所望の
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白色光成分の透過率が高く、発光層３７２から放出された光の色度を調整することができ
る材料を使用してもよい。
【００３９】
　図３では、隣接するカラーフィルタは互いに重畳しない構造を例示したが、この構造に
限定されず、隣接するカラーフィルタが互いに重畳する構造であってもよい。隣接するカ
ラーフィルタが互いに重畳する場合、当該重畳箇所は遮光層４６０が配置された領域に位
置するように設計することが好ましい。また、図３では、遮光層４６０は第２基板４００
とカラーフィルタ４６２、４６４、４６６との間に配置されているが、この構造に限定さ
れず、遮光層４６０がカラーフィルタ４６２、４６４、４６６と充填材３８０との間に配
置されてもよい。
【００４０】
　以上のように、実施形態１に係る自発光型表示装置によると、隣接する画素２１０、２
２０において、第１発光領域２１２の第１端部２１４と第２発光領域２２２の第２端部２
２４とが非平行であることで、例えば第１端部２１４から放出された光のうち、距離２１
５よりも長い距離２１６を通る光の方が、距離２１５を通る光よりも第２端部２２４に到
達しにくいため、第１端部２１４から放出された光が第２発光領域２２２に到達すること
を抑制することができる。また、同様に、隣接する画素２２０、２３０において、第２端
部２２４と第３発光領域２３２の第３端部２３４とが非平行であることで、例えば第２端
部２２４から放出された光のうち、距離２２５よりも長い距離２２６を通る光の方が、距
離２２５を通る光よりも第３端部２３４に到達しにくいため、第２端部２２４から放出さ
れた光が第３発光領域２３２に達することを抑制することができる。その結果、隣接する
画素間における光漏れや混色の発生を抑制することができる。この効果は、特に隣接する
画素の発光色が異なる場合に、より有効である。
【００４１】
　また、画素レイアウトにおける１つの単位に含まれる画素がＲＧＢＷの４色を発光する
ことで、Ｗによる画素の視認性が向上する。その結果、ＲＧＢによって表現された色の見
かけ上の輝度を向上させることができる。また、画素レイアウトにおける１つの単位に含
まれる画素の各々の発光領域が回転対称を含み略同一形状であることで、１つの単位に含
まれる全ての画素に同じ電流を供給した場合、各々の画素の発光層は同じように劣化する
。したがって、異なる発光色の画素によって劣化速度が異なるようなことはないため、例
えば、ＲＧＢのいずれかの発光輝度が弱くなることで、変色する問題を抑制することがで
きる。
【００４２】
〈実施形態１の変形例〉
　図４乃至６を用いて、本発明の実施形態１の変形例に係る自発光型の表示装置の画素レ
イアウトについて説明する。変形例では、実施形態１で説明した表示装置１０を使用し、
画素のレイアウトだけが異なる。
【００４３】
　図４は、本発明の実施形態１の変形例１に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを
示す平面図である。図４に示す画素レイアウト２１は、図２に示す画素レイアウト２０と
類似しているが、画素レイアウト２１は隣接する画素の各々の端部に一部平行な箇所が設
けられている点において、画素レイアウト２０とは相違する。
【００４４】
　図４に示すように、画素レイアウト２１に示す第１画素２１０、第２画素２２０、第３
画素２３０、及び第４画素２４０に備えられた第１発光領域２５１、第２発光領域２５２
、第３発光領域２５３、及び第４発光領域２５４は、図２に示す各々の発光領域の五角形
の一部の頂点が切り欠きされた六角形の形状を有している。図４では、第１乃至第４発光
領域（２５１乃至２５４）は回転対称を含み略同一形状であるが、各発光領域が異なる形
状を有していてもよい。ここで、図４に示す六角形の発光領域は長辺２５５及び短辺２５
６を有する。
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【００４５】
　ここで、図４に示された第２画素２２０の第２発光領域２５２及び第３画素２３０の第
３発光領域２５３の関係について詳細に説明する。図４に示すように、第２発光領域２５
２の第２端部２２８と第３発光領域２５３の第３端部２３５とは非平行であり、第２端部
２２９と第３発光領域２５３の第３端部２３５とは平行である。換言すると、第２端部２
２８、２２９と第３端部２３５とは、非平行部と平行部とを有している。ここで、行方向
（Ｄ２方向）各々の六角形の発光領域の短辺２５６は長辺２５５の２分の１以下、好まし
くは４分の１以下の長さを有している。換言すると、第２端部２２８、２２９と第３端部
２３５との間の非平行部の占める領域と平行部の占める領域とを図４中のＤ２軸上に投影
した場合、平行部の占める領域は、非平行部の占める領域の２分の１以下、好ましくは４
分の１以下である。また、短辺２５６の長さは、第２端部２２９と第３端部２３５との距
離よりも短くすることが好ましい。
【００４６】
　ここで、第１発光領域２５１の第１端部２２７と第２発光領域２５２の第２端部２２８
とは非平行である。換言すると、第１端部２２７と第２端部２２８とは非平行部を有して
いる。また、換言すると、第１発光領域２５１と第２発光領域２５２との行方向（Ｄ２方
向）に対向する第１端部２２７及び第２端部２２８は互いに非平行である。また、換言す
ると、列方向（Ｄ１方向）に異なる位置における第１端部２２７と第２端部２２８との距
離２１７、２１８は互いに異なる。
【００４７】
　また、第２端部２２８と第３発光領域２５３の第３端部２３５とは非平行である。換言
すると、第２端部２２８と第３端部２３５とは非平行部を有している。また、換言すると
、第２発光領域２５２と第３発光領域２５３との列方向（Ｄ１方向）に対向する第２端部
２２８及び第３端部２３５は互いに非平行である。また、換言すると、行方向（Ｄ２方向
）に異なる位置における第２端部２２８と第３端部２３５との距離２３７、２３８は互い
に異なる。
【００４８】
　図５は、本発明の実施形態１の変形例２に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを
示す平面図である。図５に示す画素レイアウト２２は、図２に示す画素レイアウト２０と
類似しているが、画素レイアウト２２は各々の画素の発光領域のレイアウト形状が曲線部
を有している点において、画素レイアウト２０とは相違する。
【００４９】
　図５に示すように、画素レイアウト２２に示す第１画素２１０、第２画素２２０、第３
画素２３０、及び第４画素２４０に備えられた第１発光領域２６１、第２発光領域２６２
、第３発光領域２６３、及び第４発光領域２６４は、それぞれ直線部２６５及び曲線部２
６６を有している。図５では、第１発光領域２６１及び第４発光領域２６４は、Ｄ１の矢
印方向に凸形状の曲線部２６６を有しており、第２発光領域２６２及び第３発光領域２６
３は、Ｄ１の矢印とは逆方向に凸形状の曲線部２６６を有している。図５では、第１乃至
第４発光領域（２６１乃至２６４）は回転対称を含み略同一形状であるが、各発光領域が
異なる形状を有していてもよい。また、図５に示す形状に限定されず、一部又は全部がＤ
２方向に凸形状の曲線部を有していてもよい。
【００５０】
　ここで、第１発光領域２６１の曲線部２６６のうち第２画素２２０側に面する第１端部
２６７と第２発光領域２６２の曲線部２６６のうち第１画素２１０側に面する第２端部２
６８とは非平行である。換言すると、第１端部２６７と第２端部２６８とは非平行部を有
している。また、換言すると、第１発光領域２６１と第２発光領域２６２との行方向（Ｄ
２方向）に対向する第１端部２６７及び第２端部２６８は互いに非平行である。また、換
言すると、列方向（Ｄ１方向）に異なる位置における第１端部２６７と第２端部２６８と
の距離２７１、２７２は互いに異なる。
【００５１】
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　また、第２発光領域２６２の曲線部２６６のうち第３画素２３０側に面する端部の一部
である第２端部２６８と第３発光領域２６３の直線部である第３端部２６９とは非平行で
ある。換言すると、第２端部２６８と第３端部２６９とは非平行部を有している。また、
換言すると、第２発光領域２６２と第３発光領域２６３との列方向（Ｄ１方向）に対向す
る第２端部２６８及び第３端部２６９は互いに非平行である。また、換言すると、行方向
（Ｄ２方向）に異なる位置における第２端部２６８と第３端部２６９との距離２７３、２
７４は互いに異なる。
【００５２】
　図６は、本発明の実施形態１の変形例３に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを
示す平面図である。図６に示す画素レイアウト２３は、図２に示す画素レイアウト２０と
類似しているが、画素レイアウト２３は画素レイアウト２０の発光領域の一部が曲線を有
している点において、画素レイアウト２０とは相違する。
【００５３】
　図６に示すように、画素レイアウト２３に示す第１画素２１０、第２画素２２０、第３
画素２３０、及び第４画素２４０に備えられた第１発光領域２８１、第２発光領域２８２
、第３発光領域２８３、及び第４発光領域２８４は、図２に示す各々の発光領域の五角形
一部の端部が曲線形状となった形状を有する。図６では、第１乃至第４発光領域（２８１
乃至２８４）は回転対称を含み略同一形状であるが、各発光領域が異なる形状を有してい
てもよい。上記のように、一部の端部が曲線形状となることで、図６の発光領域は図２の
発光領域に比べて、斜線部２８５の分だけ面積が広くなっている。
【００５４】
　ここで、第１発光領域２８１の第２画素２２０側に面する第１端部２８７と第２発光領
域２８２の曲線形状の第２端部２８８とは非平行である。換言すると、第１端部２８７と
第２端部２８８とは非平行部を有している。また、換言すると、第１発光領域２８１と第
２発光領域２８２との行方向（Ｄ２方向）に対向する第１端部２８７及び第２端部２８８
は互いに非平行である。また、換言すると、列方向（Ｄ１方向）に異なる位置における第
１端部２８７と第２端部２８８との距離２９１、２９２は互いに異なる。
【００５５】
　また、第２発光領域２８２の曲線形状の第２端部２８８と第３発光領域２８３の第３端
部２８９とは非平行である。換言すると、第２端部２８８と第３端部２８９とは非平行部
を有している。また、換言すると、第２発光領域２８２と第３発光領域２８３との列方向
（Ｄ１方向）に対向する第２端部２８８及び第３端部２８９は互いに非平行である。また
、換言すると、行方向（Ｄ２方向）に異なる位置における第２端部２８８と第３端部２８
９との距離２９３、２９４は互いに異なる。
【００５６】
　以上のように、実施形態１の変形例に係る自発光型表示装置によると、隣接する画素２
１０、２２０及び隣接する画素２２０、２３０における各々の発光領域の端部同士が非平
行であることで、例えば第２画素２２０の発光領域から放出された光が第１画素２１０又
は第３画素２３０の発光領域に到達することを抑制することができる。その結果、隣接す
る画素間における光漏れや混色の発生を抑制することができる。
【００５７】
〈実施形態２〉
　図７を用いて、本発明の実施形態２に係る自発光型の表示装置の画素レイアウト３０に
ついて説明する。なお、実施形態２に係る自発光型表示装置は図１に示す表示装置１０と
同じ「白色＋ＣＦ構造」を使用することができる。
【００５８】
［画素レイアウト］
　図７は、本発明の実施形態２に係る表示装置の画素のレイアウトを示す平面図である。
図７では、２行４列の画素配列を代表的に例示した。図７では、各画素の発光領域が六角
形であり、それぞれ異なる色を発光する４つの画素を１つの単位としたレイアウトについ
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て説明する。
【００５９】
　図７に示す画素レイアウト３０は、各々の画素に配置された画素電極及びコンタクトホ
ールの位置は図２に示す画素レイアウト２０と同様であるので、ここでは説明を省略する
。画素レイアウト３０は画素レイアウト２０と比較して発光領域の形状が相違する。具体
的に、画素レイアウト３０に示す第１画素２１０、第２画素２２０、第３画素２３０、及
び第４画素２４０に備えられた第１発光領域３０１、第２発光領域３０２、第３発光領域
３０３、及び第４発光領域３０４は、六角形である。換言すると、画素レイアウト３０の
各々の第１乃至第４発光領域（３０１乃至３０４）の形状は、長方形又は正方形の対角部
分３０５、３０６が切り欠きされた六角形である。図７では、第１乃至第４発光領域（３
０１乃至３０４）は略同一形状であるが、各発光領域が異なる形状を有していてもよい。
また、図７に示す形状に限定されず、他の形状の六角形であってもよい。また、その他の
多角形であってもよい。ここで、多角形の各々の角は９０°以上であってもよい。多角形
の各々の角を９０°以上とすることで、フォトリソ工程やエッチング工程で形状が設計の
形状から変化してしまうことを抑制することができる。
【００６０】
　ここで、第１発光領域３０１の第１端部３１１と第２発光領域３０２の第２端部３１２
とは非平行である。換言すると、第１端部３１１と第２端部３１２とは非平行部を有して
いる。また、換言すると、第１発光領域３０１と第２発光領域３０２との行方向（Ｄ２方
向）に対向する第１端部３１１及び第２端部３１２は互いに非平行である。また、換言す
ると、列方向（Ｄ１方向）に異なる位置における第１端部３１１と第２端部３１２との距
離３１５、３１６は互いに異なる。
【００６１】
　また、第２端部３１２と第３発光領域３０３の第３端部３１３とは非平行である。換言
すると、第２端部３１２と第３端部３１３とは非平行部を有している。また、換言すると
、第２発光領域３０２と第３発光領域３０３との列方向（Ｄ１方向）に対向する第２端部
３１２及び第３端部３１３は互いに非平行である。また、換言すると、行方向（Ｄ２方向
）に異なる位置における第２端部３１２と第３端部３１３との距離３１７、３１８は互い
に異なる。
【００６２】
　以上のように、実施形態２に係る自発光型表示装置によると、隣接する画素２１０、２
２０において、第１発光領域３０１の第１端部３１１と第２発光領域３０２の第２端部３
１２とが非平行であることで、例えば第１端部３１１から放出された光のうち、距離３１
５よりも長い距離３１６を通る光の方が、距離３１５を通る光よりも第２端部３１２に到
達しにくいため、第１端部３１１から放出された光が第２発光領域３０２に到達すること
を抑制することができる。また、同様に、隣接する画素２２０、２３０において、第２端
部３１２と第３発光領域３０３の第３端部３１３とが非平行であることで、例えば第２端
部３１２から放出された光のうち、距離３１７よりも長い距離３１８を通る光の方が、距
離３１７を通る光よりも第３端部３１３に到達しにくいため、第２端部３１２から放出さ
れた光が第３発光領域３０３に達することを抑制することができる。その結果、隣接する
画素間における光漏れや混色の発生を抑制することができる。この効果は、特に隣接する
画素の発光色が異なる場合に、より有効である。
【００６３】
〈実施形態２の変形例〉
　図８及び図９を用いて、本発明の実施形態２の変形例に係る自発光型の表示装置の画素
レイアウトについて説明する。変形例では、実施形態１で説明した表示装置１０を使用し
、画素のレイアウトだけが異なる。
【００６４】
　図８は、本発明の実施形態２の変形例１に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを
示す平面図である。図８に示す画素レイアウト３１は、図７に示す画素レイアウト３０と
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類似しているが、画素レイアウト３１は行方向（Ｄ２方向）及び列方向（Ｄ１方向）に隣
接する画素の発光領域が９０°回転した形状である点において、画素レイアウト３０とは
相違する。
【００６５】
　図８に示すように、画素レイアウト３１に示す第１画素２１０及び第３画素２３０に備
えられた第１発光領域３２１及び第３発光領域３２３は、画素レイアウト３０の発光領域
に類似した六角形の長手が列方向（Ｄ１方向）に延びている。また、第２画素２２０及び
第４画素２４０に備えられた第２発光領域３２２及び第４発光領域３２４は、当該六角形
の長手が行方向（Ｄ２方向）に延びている。図８では、第１乃至第４発光領域（３２１乃
至３２４）は回転対称を含み略同一形状であるが、各発光領域が異なる形状を有していて
もよい。
【００６６】
　図８に示す画素レイアウト３１も、図７に示す画素レイアウト３０と同様に第１発光領
域３２１の第１端部３３１と第２発光領域３２２の第２端部３３２とは非平行である。ま
た、第２端部３３２と第３発光領域３２３の第３端部３３３とは非平行である。
【００６７】
　図９は、本発明の実施形態２の変形例２に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを
示す平面図である。図９に示す画素レイアウト３２は、図７に示す画素レイアウト３０と
類似しているが、画素レイアウト３２は画素レイアウト３０の発光領域の一部が曲線を有
している点において、画素レイアウト３０とは相違する。
【００６８】
　図９に示すように、画素レイアウト３２に示す第１画素２１０、第２画素２２０、第３
画素２３０、及び第４画素２４０に備えられた第１発光領域３４１、第２発光領域３４２
、第３発光領域３４３、及び第４発光領域３４４は、図７に示した各々の発光領域の一部
の端部が曲線形状となった形状を有する。上記のように、一部の端部が曲線形状となるこ
とで、図９の発光領域は図７の発光領域に比べて、斜線部３４５の分だけ面積が広くなっ
ている。図９では、第１乃至第４発光領域（３４１乃至３４４）は略同一形状であるが、
各発光領域が異なる形状を有していてもよい。
【００６９】
　図９に示す画素レイアウト３２も、図７に示す画素レイアウト３０と同様に第１発光領
域３４１の第１端部３５１と第２発光領域３４２の第２端部３５２とは非平行である。ま
た、第２端部３５２と第３発光領域３４３の第３端部３５３とは非平行である。
【００７０】
　以上のように、実施形態２の変形例に係る自発光型表示装置によると、隣接する画素２
１０、２２０及び隣接する画素２２０、２３０における各々の発光領域の端部同士が非平
行であることで、例えば第２画素２２０の発光領域から放出された光が第１画素２１０又
は第３画素２３０の発光領域に到達することを抑制することができる。その結果、隣接す
る画素間における光漏れや混色の発生を抑制することができる。
【００７１】
〈実施形態３〉
　図１０を用いて、本発明の実施形態３に係る自発光型の表示装置の画素レイアウト４０
について説明する。なお、実施形態３に係る自発光型表示装置は図１に示す表示装置１０
と同じ「白色＋ＣＦ構造」を使用することができる。
【００７２】
［画素レイアウト］
　図１０は、本発明の実施形態３に係る表示装置の画素のレイアウトを示す平面図である
。図１０では、２行４列の画素配列を代表的に例示した。また、図１０では、各画素の発
光領域が楕円形であり、それぞれ異なる色を発光する４つの画素を１つの単位としたレイ
アウトについて説明する。
【００７３】
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　図１０に示す画素レイアウト４０は、画素レイアウト２０と比較して発光領域の形状が
相違する。具体的に、画素レイアウト４０に示す第１画素２１０、第２画素２２０、第３
画素２３０、及び第４画素２４０に備えられた第１発光領域４０１、第２発光領域４０２
、第３発光領域４０３、及び第４発光領域４０４は、長軸が行方向（Ｄ２方向）及び列方
向（Ｄ１方向）と４５°の角度をなす方向に傾いた楕円形状である。図１０では、第１乃
至第４発光領域（４０１乃至４０４）は略同一形状であるが、各発光領域が異なる形状を
有していてもよい。
【００７４】
　ここで、画素レイアウト４０の画素電極、発光領域、及びコンタクトホールの位置関係
について第１画素２１０を用いて詳細に説明すると、第１コンタクトホール２１３は第１
画素電極２１１上において、楕円形の発光領域４０１の短軸方向に発光領域４０１と隣接
して配置されている。ここで、発光領域の形状は図１０に示す形状に限定されず、他の円
形又は曲線形状であってもよい。上記のように、発光領域を楕円形、円形、又は曲線形状
とすることで、フォトリソ工程やエッチング工程で形状が設計の形状から変化してしまう
ことを抑制することができる。
【００７５】
　ここで、第１発光領域４０１の曲線部４０５のうち第２画素２２０側に面する端部の一
部である第１端部４１１と、第２発光領域４０２の曲線部４０６のうち第１画素２１０側
に面する端部の一部である第２端部４１２とは非平行である。換言すると、第１端部４１
１と第２端部４１２とは非平行部を有している。また、換言すると、第１発光領域４０１
と第２発光領域４０２との行方向（Ｄ２方向）に対向する第１端部４１１及び第２端部４
１２は互いに非平行である。また、換言すると、列方向（Ｄ１方向）に異なる位置におけ
る第１端部４１１と第２端部４１２との距離４２１、４２２は互いに異なる。
【００７６】
　また、第２端部４１２と第３発光領域４０３の曲線部４０７のうち第２画素２２０側に
面する端部の一部である第３端部４１３とは非平行である。換言すると、第２端部４１２
と第３端部４１３とは非平行部を有している。また、換言すると、第２発光領域４０２と
第３発光領域４０３との列方向（Ｄ１方向）に対向する第２端部４１２及び第３端部４１
３は互いに非平行である。また、換言すると、行方向（Ｄ２方向）に異なる位置における
第２端部４１２と第３端部４１３との距離４２３、４２４は互いに異なる。
【００７７】
　以上のように、実施形態３に係る自発光型表示装置によると、隣接する画素２１０、２
２０において、第１発光領域４０１の第１端部４１１と第２発光領域４０２の第２端部４
１２とが非平行であることで、例えば第１端部４１１から放出された光が第２発光領域４
０２に到達することを抑制することができる。また、同様に、隣接する画素２２０、２３
０において、第２端部４１２と第３発光領域４０３の第３端部４１３とが非平行であるこ
とで、例えば第２端部４１２から放出された光が第３発光領域４０３に達することを抑制
することができる。その結果、隣接する画素間における光漏れや混色の発生を抑制するこ
とができる。この効果は、特に隣接する画素の発光色が異なる場合に、より有効である。
【００７８】
〈実施形態４〉
　図１１を用いて、本発明の実施形態４に係る自発光型の表示装置の画素レイアウト５０
について説明する。なお、実施形態４に係る自発光型表示装置は図１に示す表示装置１０
と同じ「白色＋ＣＦ構造」を使用することができる。
【００７９】
［画素レイアウト］
　図１１は、本発明の実施形態４に係る自発光型表示装置の画素のレイアウトを示す平面
図である。図１１では、２行４列の画素配列を代表的に例示した。図１１では、各画素の
発光領域が４角形であり、それぞれ異なる色を発光する４つの画素を１つの単位としたレ
イアウトについて説明する。
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【００８０】
　図１１に示す画素レイアウト５０は、第１画素２１０、第２画素２２０、第３画素２３
０、及び第４画素２４０に備えられた第１発光領域５１２、第２発光領域５２２、第３発
光領域５３２、及び第４発光領域５４２は回転対称を含み略同一形状であるが、行方向（
Ｄ２方向）及び列方向（Ｄ１方向）に隣接する発光領域が４５°回転している。ここで、
発光領域の向きが第２発光領域５２２及び第４発光領域５４２の場合、パターニングの設
計ルール（パターニング間マージン）の影響で、例えば図２の第２コンタクトホール２２
３及び第４コンタクトホール２４３のように配置することができず、図１１の第２コンタ
クトホール５２３、第４コンタクトホール５４３のように配置した。このような配置に伴
い、第２コンタクトホール５２３、第４コンタクトホール５４３と重畳する第２画素電極
５２１、第４画素電極５４１の形状が調整されている。また、第２画素電極５２１、第４
画素電極５４１の形状の調整に伴い、第１画素電極５１１、第３画素電極５３１の形状も
調整されている。上記のように、発光領域の形状や向きによってコンタクトホールの位置
及び画素電極の形状を適宜変更することができる。
【００８１】
　以上のように、実施形態４に係る自発光型表示装置によると、実施形態１乃至３と同様
に、隣接する画素間における光漏れや混色の発生を抑制することができる。また、各々の
発光領域の形状に応じて、画素電極やコンタクトホールの位置を適宜変更することができ
るため、設計マージンが広くなる。
【００８２】
〈実施形態５〉
　図１２乃至１４に、本発明の実施形態５及びその変形例に係る自発光型の表示装置の画
素レイアウトを示す。なお、実施形態５及びその変形例に係る自発光型表示装置は図１に
示す表示装置１０と同じ「白色＋ＣＦ構造」を使用することができる。図１２乃至１４に
示すように、本発明に係る自発光型表示装置の画素レイアウトは多様な多角形又は多角形
の一部を曲線に置き換えた形状を使用して、隣接する画素の発光領域の端部同士を非平行
にすることができる。その結果、図１２乃至１４のいずれの画素レイアウトにおいても、
隣接する画素間における光漏れや混色の発生を抑制することができる。また、前述の実施
形態で開示したように、隣接画素の辺に向かい合う頂点部分を切り欠き、短辺部を設ける
等の手法は、図１２乃至１４に示した各画素レイアウトについても同様に適用可能である
。
【００８３】
〈比較例〉
　図１５は、比較例の自発光型表示装置の画素のレイアウトを示す平面図である。図１５
では、２行４列の画素配列を代表的に例示した。図１５では、各画素の発光領域がＬ字型
の六角形であり、それぞれ異なる色を発光する４つの画素を１つの単位としたレイアウト
である。
【００８４】
　図１５に示す画素レイアウト９０は、第１画素９１０、第２画素９２０、第３画素９３
０、及び第４画素９４０を有する。第１画素９１０には、第１画素電極９１１、第１端部
９５１、９５２を備える第１発光領域９１２、及び第１コンタクトホール９１３が設けら
れている。また、第２画素９２０には、第２画素電極９２１、第２端部９５３、９５４を
備える第２発光領域９２２、及び第２コンタクトホール９２３が設けられている。また、
第３画素９３０には、第３画素電極９３１、第３端部９５５、９５６を備える第３発光領
域９３２、及び第３コンタクトホール９３３が設けられている。また、第４画素９４０に
は、第４画素電極９４１、第４端部９５７、９５８を備える第４発光領域９４２、及び第
４コンタクトホール９４３が設けられている。
【００８５】
　ここで、第１端部９５１の一部と第２端部９５３とは平行であり、第２端部９５４の一
部と第３端部９５５とは平行であり、第３端部９５６の一部と第４端部９５７とは平行で
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あり、第４端部９５８の一部と第１端部９５２とは平行である。例えば、隣接する第１発
光領域９１２及び第２発光領域９２２において、第１端部９５１及び第２端部９５３は距
離が近いうえ、互いに平行なので、一方の発光領域から放出された光の多くが他方の発光
領域に到達し、光漏れや混色の問題が発生してしまう。
【００８６】
　なお、本発明は上記の実施形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜
変更することが可能である。
【符号の説明】
【００８７】
１０：表示装置
２０、２１、２２、２３、３０、３１、３２、４０、５０、９０：画素レイアウト
１００：画素
１３０：ゲートドライバ回路
１３１：ゲート線
１４０：エミッションドライバ回路
１４１：エミッション制御線
１５０：データドライバ回路
１５１：データ線
１７０：ドライバＩＣ
１８０：ＦＰＣ
１９０：外部端子
２０１：第１列
２０２：第２列
２０３：第１行
２０４：第２行
２１０：第１画素
２１１、５１１：第１画素電極
２１２、２５１、２６１、２８１、３０１、３２１、３４１、４０１、５１２：第１発光
領域
２１３、５１３：第１コンタクトホール
２１４、２２７、２６７、２８７、３１１、３３１、３５１、４１１：第１端部
２２０：第２画素
２２１、５２１：第２画素電極
２２２、２５２、２６２、２８２、３０２、３２２、３４２、４０２、５２２：第２発光
領域
２２３、５２３：第２コンタクトホール
２２４、２２８、２２９、２６８、２８８、３１２、３３２、３５２、４１２：第２端部
２３０：第３画素
２３１、５３１：第３画素電極
２３２、２５３、２６３、２８３、３０３、３２３、３４３、４０３、５３２：第３発光
領域
２３３、５３３：第３コンタクトホール
２３４、２３５、２６９、２８９、３１３、３３３、３５３、４１３：第３端部
２４０：第４画素
２４１、５４１：第４画素電極
２４２、２５４、２６４、２８４、３０４、３２４、３４４、４０４、５４２：第４発光
領域
２４３、５４３：第４コンタクトホール
３００：第１基板
３６０：トランジスタ層
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３６１：第１開口部
３６２：第１絶縁層
３６４：上層配線層
３６５：第２開口部
３６６：第２絶縁層
３６８：画素電極
３７０：隔壁
３７２：発光層
３７４：共通電極
３７６：保護層
３８０：充填材
４００：第２基板
４６０：遮光層
４６２、４６４、４６６：カラーフィルタ
 

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】



(21) JP 2016-57488 A 2016.4.21

【図１５】



(22) JP 2016-57488 A 2016.4.21

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｈ０１Ｌ  27/32     (2006.01)           Ｇ０９Ｆ    9/30     ３６５　        　　　　　


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

